
2020年4月30日（改） 

 

 

会員（お客様）各位 

 

 

垂水ゴルフ倶楽部   

支配人 濱田博則   

 

「緊急事態宣言」期間延期に伴う営業方法について 

政府・自治体が発出しています緊急事態宣言期間が延長される見込みにつき、弊倶楽

部での対策期間を5月末まで延長することを決定しました。 

会員並びにゲストの皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますよ

う宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．緊急事態期間 

   2020年4月8日（水） ～ 2020年5月6日（水） 

                       2020年5月31日（日）まで延長 

 

２．延長に伴う対策の変更 

   ◆ 金曜日の休場期間を延長 

       ▸5/31迄の金曜日を「休場日」とします。 

※5/8、5/15、5/22,5/29を「休場日」とします。                                               

                                                

◆ 早朝プレー開始日を延期 

       ▸5/12から開始予定でした「早朝プレー」を延期します。 

 

 

 

※他の対策は4/15、4/25付掲示の資料に掲載のとおりです。 

 

                                                以  上 


